
韮崎市公告第１７号 

 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定により、令和５

年４月１日から令和６年３月３１日までのふるさと応援寄附金にかかる収納事務を下記の

ものに委託するので告示する。 

 

 

 

令和５年４月１日 

 

韮崎市長 内 藤 久 夫 

 

 

記 

 

委託を受けた者の名称及び所在地 

   

名    称 所在地 

株式会社 さとふる 東京都中央区京橋二丁目２番１号 

株式会社 トラストバンク 東京都目黒区青葉台三丁目６番２８号 

楽天グループ株式会社 東京都世田谷区玉川１丁目１４番１号 

楽天クリムゾンハウス 

株式会社 三越伊勢丹 東京都新宿三丁目１４番１号 

株式会社アイモバイル 東京都渋谷区桜丘町２２番１４号 

N.E.S ビル N棟 2階 

株式会社 ユニメディア 東京都千代田区内幸町二丁目２番３号 

東日本旅客鉄道株式会社 東京都渋谷区代々木２丁目２番２号 

株式会社 ベルカディア 大阪府大阪市西区新町２丁目２番２号 

ＡＮＡあきんど株式会社 東京都中央区日本橋２丁目１４番１号 

フロントプレイス日本橋 

株式会社 ＪＡＬＸ 東京都港区港南一丁目２番７０号 

 

 

  


